
東池袋早樹保育園

こどもつながる定期預かり保育

「豊島区こどもつながる定期預かり事業」　令和 7 年度　上半期

■ こどもつながる定期預かり保育とは

保護者の就労の有無に関わらず、 保育所等を利用していない未就園児を定期的に預かり、 多様

な他者との関わりの中で、 様々な体験や経験を通じて子どもの健やかな成長を図ることを目的と

します。

■ 対象児童

① 満６ヶ月から２歳児まで

② 豊島区在住で保育園または幼稚園に通っていない児童

■ 利用日数 ・ 時間

① 実施期間 ： 令和 7 年 4 月から令和 7 年 9 月まで

② 月曜日から金曜日、 月２回まで　（祝日、 年末年始を除く）

　　※複数月で各月１回以上の利用が必要となります。

③ ９時から１７時の間で、 1 時間～ 8 時間

■ 定員とお預かりの中止について

① 各曜日１名　（月あたり 5 名）

② 通常保育の空き定員がなくなった場合は、 利用期間中でもお預かりを中止させていただきます。

■ 申込方法

① 事前に電話連絡の上、 保護者と児童で来園し申込をしてください。

連絡先 ： ☎ 03-6907-3547
② 利用申込 → 事前面談 → 利用開始

③ 申込期間 ： 令和 7 年 3 月 4 日 ( 火 ) ～ 令和 7 年 3 月 10 日 ( 月 )

④ 受付時間 ： 9:00 ～ 16:30

■ 保育料と支払方法

① １回　2,200 円 （給食 ・ おやつを含みます）

② お迎え時に担当保育士にお支払いください。

③ お支払方法は現金のみ。 クレジットカード、 キャッシュレスでの決済はお受けできません。

■ 面談の実施

利用前面談のほか、 お預かり期間中、 毎月 1 回以上の面談を行います。



■ 保育目標

東池袋早樹保育園では、 一人ひとりのお子様を大切にし、 人との関わりの中で、 次のような保育を

目指します。

■ 家庭と保育園との協力
① 家庭と保育園とがそれぞれの役割を認め合い、 お互いの理解と信頼の上で子育てを進めて

行きましょう。

② 当園では、 園と保護者との間の連絡ツールとして、 「コドモン」 アプリを使用しており、 保育の様子
や連絡事項など情報を共有しています。

定期預かり保育についても同様に 「コドモン」 アプリを使用していただきます。

■ 保育時間

9:00 ～ 17:00　（８時間まで）

お子さんが環境の変化に慣れていけるよう 「慣れ保育 （短時間の保育）」 を行います。

■ 休園日

① 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始 （12 月 29 日～ 1 月 3 日）

② 災害 ・ 伝染病の発生等の非常の場合は休園または開園時間を短縮する場合があります。

■ あらかじめ届け出ていただく事項

① 保護者住所および電話番号

② 緊急時の連絡先と連絡方法

■ 登降園時のおねがい

① 登園、 降園は決められた時間を守ってください。

② お子さんの様子、 送迎時間、 送迎者等は登園前に 「コドモン」 で連絡してください。

③ 各変更は 「コドモン」 でできますが、 急な変更に関しては電話連絡をお願いします

④ 代理の方がお迎えに来られる場合は必ず事前にお知らせください。 また、 身分証等を提示して

いただく場合があります。

⑤ 登園の際は、 所在、 連絡者、 連絡先等明確にお知らせください。

⑥ 欠席する場合、 必ず登園予定時間までにご連絡ください。 （空き状況により振替可能）

☆ 明るく

やさしい

元気な子ども

☆ 自分で考え、

行動できる子ども

☆ 心身ともに

豊かな子ども



全ての持ち物には
見えるように
名前を書いてください

■ 非常災害時

保育中に大規模地震の警戒宣言が発令された場合等、 大規模な災害が発生した場合は、

速やかにお迎えに来てください。

第 1 避難場所 ： 　豊島区立西巣鴨中学校

第 2 避難場所 ： 　豊島区立総合体育館

■ 給食

給食・ おやつは、 園内で調理した給食・ おやつ （在園児と同じ） を提供します。

離乳食あるいはアレルギー食については、 事前に提出していただく未摂取食品調査票と

医師の指示書に基づき、 原則として除去食・ 代替食で対応します。

その際、 病院からの診断書、生活管理指導表が必要になります。

■ 体調管理

① 保育中のけが、 発熱 （37.5℃以上）、 嘔吐、 下痢等の症状が見られた場合には、

保護者の方へ連絡します。 状況によってはお迎えをお願いします。

② 保育園では、 原則として薬をお預かりしません。

病院受診時に、 保育園へ通園している旨、 医師に伝えてください。

③ 登園時に、 薬服用中 （家庭において） であればお知らせください。

■ 感染症

感染症にかかった時は、 お子様の体調回復と感染防止のため、 登園できない場合があります。

学校保健法の規定などにより出席停止期間が定められている疾患にかかった時は、

医師の診察を受けた上 「登園許可証 （治癒証明書）」 を提出していただきます。

預かり保育開始前に、 「登園許可証 （治癒証明書）」 を必要とする感染症のリストをお渡し

しますのでご確認ください。

■ 予防接種

集団で生活する保育園では、 その子自身の病気を予防するだけでなく、 感染症のまん延を

防ぐために、 予防接種が大切になってきます。

予防接種を受けた時は、 保育園にお知らせください。

なお、 事前に予防接種の履歴をお知らせください。

■ 事前に用意していただくもの

① 散歩用帽子 （ゴム付き） で、 綿などの洗える素材のもの。

② 散歩用の靴

③ 0 歳児　哺乳瓶 1 本 （使い慣れたもの）

■ 登園時に持ってきていただくもの

① 着替え （上着、 ズボン、 肌着） ×２セット


